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   過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 措 置 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 

 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 第 二 条 第 一 項 中 「 次 に 掲 げ る 要 件 」 を 「 次 の 各 号 の い ず れ か 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 い ず れ か に 該 当 す

る 」 を 「 い ず れ か に 該 当 し 、 か つ 、 地 方 交 付 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 十 一 号 ） 第 十 四 条 の 規 定 に よ り

算 定 し た 市 町 村 の 基 準 財 政 収 入 額 を 同 法 第 十 一 条 の 規 定 に よ り 算 定 し た 当 該 市 町 村 の 基 準 財 政 需 要 額 で 除 し

て 得 た 数 値 （ 次 号 に お い て 「 財 政 力 指 数 」 と い う 。 ） で 平 成 八 年 度 か ら 平 成 十 年 度 ま で の 各 年 度 に 係 る も の

を 合 算 し た も の の 三 分 の 一 の 数 値 が 〇 ・ 四 二 以 下 で あ る 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。 

 二 次 の い ず れ か に 該 当 し 、 か つ 、 財 政 力 指 数 で 平 成 十 八 年 度 か ら 平 成 二 十 年 度 ま で の 各 年 度 に 係 る も の

を 合 算 し た も の の 三 分 の 一 の 数 値 が 〇 ・ 五 六 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 イ 、 ロ 又 は ハ に 該 当 す る 場 合 に

お い て は 、 国 勢 調 査 の 結 果 に よ る 市 町 村 人 口 に 係 る 平 成 十 七 年 の 人 口 か ら 当 該 市 町 村 人 口 に 係 る 昭 和 五

十 五 年 の 人 口 を 控 除 し て 得 た 人 口 を 当 該 市 町 村 人 口 に 係 る 同 年 の 人 口 で 除 し て 得 た 数 値 が 〇 ・ 一 未 満 で

あ る こ と 。 

  イ 国 勢 調 査 の 結 果 に よ る 市 町 村 人 口 に 係 る 昭 和 三 十 五 年 の 人 口 か ら 当 該 市 町 村 人 口 に 係 る 平 成 十 七 年



 

二 

の 人 口 を 控 除 し て 得 た 人 口 を 当 該 市 町 村 人 口 に 係 る 昭 和 三 十 五 年 の 人 口 で 除 し て 得 た 数 値 （ 以 下 「 四

十 五 年 間 人 口 減 少 率 」 と い う 。 ） が 〇 ・ 三 三 以 上 で あ る こ と 。 

  ロ 四 十 五 年 間 人 口 減 少 率 が 〇 ・ 二 八 以 上 で あ っ て 、 国 勢 調 査 の 結 果 に よ る 市 町 村 人 口 に 係 る 平 成 十 七

年 の 人 口 の う ち 六 十 五 歳 以 上 の 人 口 を 当 該 市 町 村 人 口 に 係 る 同 年 の 人 口 で 除 し て 得 た 数 値 が 〇 ・ 二 九

以 上 で あ る こ と 。 

  ハ 四 十 五 年 間 人 口 減 少 率 が 〇 ・ 二 八 以 上 で あ っ て 、 国 勢 調 査 の 結 果 に よ る 市 町 村 人 口 に 係 る 平 成 十 七

年 の 人 口 の う ち 十 五 歳 以 上 三 十 歳 未 満 の 人 口 を 当 該 市 町 村 人 口 に 係 る 同 年 の 人 口 で 除 し て 得 た 数 値 が

〇 ・ 一 四 以 下 で あ る こ と 。 

  ニ 国 勢 調 査 の 結 果 に よ る 市 町 村 人 口 に 係 る 昭 和 五 十 五 年 の 人 口 か ら 当 該 市 町 村 人 口 に 係 る 平 成 十 七 年

の 人 口 を 控 除 し て 得 た 人 口 を 当 該 市 町 村 人 口 に 係 る 昭 和 五 十 五 年 の 人 口 で 除 し て 得 た 数 値 が 〇 ・ 一 七

以 上 で あ る こ と 。 

 第 五 条 第 一 項 中 「 も の と す る 」 を 「 こ と が で き る 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 自 立 促 進 方 針 は 、 」 の 下 に 「 お

お む ね 」 を 加 え 、 同 条 に 次 の 二 項 を 加 え る 。 



  三 

５ 過 疎 地 域 の 市 町 村 は 、 自 立 促 進 方 針 が 定 め ら れ て い な い 場 合 に は 、 都 道 府 県 に 対 し 、 自 立 促 進 方 針 を 定

め る よ う 要 請 す る こ と が で き る 。 

６ 前 項 の 規 定 に よ る 要 請 が あ っ た と き は 、 都 道 府 県 は 、 速 や か に 、 自 立 促 進 方 針 を 定 め る も の と す る 。 

 第 六 条 第 一 項 中 「 定 め な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 市 町 村 は 、 あ ら か じ め 、 都 道 府 県 に 協

議 し な け れ ば な ら な い 」 を 「 定 め る こ と が で き る 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 市 町 村 計 画 は 、 」 の 下 に 「 お お

む ね 」 を 加 え 、 同 条 第 六 項 中 「 前 二 項 」 を 「 前 三 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 七 項 と し 、 同 条 第 五 項 を 同 条 第

六 項 と し 、 同 条 第 四 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第 三 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。 

４ 過 疎 地 域 の 市 町 村 は 、 市 町 村 計 画 を 定 め よ う と す る と き は 、 当 該 市 町 村 計 画 に 定 め る 事 項 の う ち 第 二 項

第 二 号 か ら 第 九 号 ま で の 事 項 に つ い て は 、 あ ら か じ め 都 道 府 県 に 協 議 し な け れ ば な ら な い 。 

 第 七 条 第 一 項 中 「 定 め 、 こ れ を 総 務 大 臣 、 農 林 水 産 大 臣 及 び 国 土 交 通 大 臣 に 提 出 す る も の と す る 」 を 「 定

め る こ と が で き る 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 都 道 府 県 計 画 は 、 」 の 下 に 「 お お む ね 」 を 加 え 、 同 条 第 四 項 中

「 前 条 第 五 項 」 を 「 前 条 第 六 項 」 に 、 「 第 一 項 」 を 「 前 項 」 に 、 「 同 条 第 五 項 」 を 「 同 条 第 六 項 」 に 改 め 、

同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第 三 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。 



 

四 

４ 都 道 府 県 は 、 都 道 府 県 計 画 を 定 め た と き は 、 こ れ を 総 務 大 臣 、 農 林 水 産 大 臣 及 び 国 土 交 通 大 臣 に 提 出 す

る も の と す る 。 

 第 十 二 条 第 一 項 第 十 五 号 を 同 項 第 十 八 号 と し 、 同 項 第 十 四 号 を 同 項 第 十 六 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を

加 え る 。 

 十 七 太 陽 光 、 バ イ オ マ ス を 熱 源 と す る 熱 そ の 他 の 自 然 エ ネ ル ギ ー を 利 用 す る た め の 施 設 で 政 令 で 定 め る

も の 

 第 十 二 条 第 一 項 第 十 三 号 を 同 項 第 十 五 号 と し 、 同 項 第 十 二 号 中 「 を 適 正 な 規 模 に す る た め の 統 合 に 伴 い 必

要 と な り 、 又 は 必 要 と な っ た 」 及 び 「 を 適 正 な 規 模 に す る た め の 統 合 に 伴 い 必 要 と な っ た 」 を 「 の 」 に 改 め 、

同 号 を 同 項 第 十 三 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。 

 十 四 図 書 館 

 第 十 二 条 第 一 項 第 十 一 号 を 同 項 第 十 二 号 と し 、 同 項 第 十 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。 

 十 一 認 定 こ ど も 園 （ 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十

八 年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 三 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け た 施 設 を い う 。 ） 



  五 

 第 十 二 条 第 二 項 中 「 前 項 」 を 「 第 一 項 」 に 、 「 又 は 」 を 「 若 し く は 」 に 改 め 、 「 整 備 」 の 下 に 「 又 は 過 疎

地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 の 実 施 」 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。 

２ 前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 地 域 医 療 の 確 保 、 住 民 の 日 常 的 な 移 動 の た め の 交 通 手 段 の 確 保 、 集 落 の 維

持 及 び 活 性 化 そ の 他 の 住 民 が 将 来 に わ た り 安 全 に 安 心 し て 暮 ら す こ と の で き る 地 域 社 会 の 実 現 を 図 る た め

特 別 に 地 方 債 を 財 源 と し て 行 う こ と が 必 要 と 認 め ら れ る 事 業 と し て 過 疎 地 域 の 市 町 村 が 市 町 村 計 画 に 定 め

る も の （ 当 該 事 業 の 実 施 の た め に 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 四 十 一 条 の 規 定 に よ

り 設 け ら れ る 基 金 の 積 立 て を 含 む 。 次 項 に お い て 「 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 」 と い う 。 ） の 実 施 に つ き

当 該 市 町 村 が 必 要 と す る 経 費 （ 出 資 及 び 施 設 の 整 備 に つ き 必 要 と す る 経 費 を 除 く 。 ） に つ い て は 、 地 方 財

政 法 第 五 条 各 号 に 規 定 す る 経 費 に 該 当 し な い も の に つ い て も 、 人 口 、 面 積 、 財 政 状 況 そ の 他 の 条 件 を 考 慮

し て 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額 の 範 囲 内 に 限 り 、 地 方 債 を も っ て そ の 財 源 と す る こ と が で

き る 。 

第 十 五 条 中 第 三 項 を 削 り 、 第 四 項 を 第 三 項 と し 、 第 五 項 か ら 第 十 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 上 げ る 。 

 第 三 十 条 中 「 、 ソ フ ト ウ ェ ア 業 」 を 「 、 情 報 通 信 技 術 利 用 事 業 （ 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方 法 に よ り 行



 

六 

う 商 品 又 は 役 務 に 関 す る 情 報 の 提 供 に 関 す る 事 業 そ の 他 の 政 令 で 定 め る 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 に 、 「 又

は ソ フ ト ウ ェ ア 業 」 を 「 又 は 情 報 通 信 技 術 利 用 事 業 」 に 改 め る 。 

 第 三 十 一 条 中 「 ソ フ ト ウ ェ ア 業 」 を 「 情 報 通 信 技 術 利 用 事 業 」 に 改 め る 。 

 第 三 十 二 条 中 「 第 二 条 第 一 項 第 一 号 中 」 の 下 に 「 「 平 成 八 年 度 か ら 平 成 十 年 度 ま で 」 と あ る の は 「 第 三 十

二 条 に 規 定 す る 国 勢 調 査 の 結 果 に よ る 人 口 の 年 齢 別 構 成 が 公 表 さ れ た 日 の 属 す る 年 度 前 三 箇 年 度 内 」 と 、 」

を 加 え 、 「 、 同 項 第 二 号 中 「 平 成 八 年 度 か ら 平 成 十 年 度 ま で 」 と あ る の は 「 第 三 十 二 条 に 規 定 す る 国 勢 調 査

の 結 果 に よ る 人 口 の 年 齢 別 構 成 が 公 表 さ れ た 日 の 属 す る 年 度 前 三 箇 年 度 内 」 と 」 を 削 る 。 

 附 則 第 三 条 中 「 平 成 二 十 二 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 二 十 八 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。 

   附 則 

 （ 施 行 期 日 ） 

第 一 条 こ の 法 律 は 、 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 第 三 条 の 改 正 規 定 及 び 附 則 第 七 条

か ら 第 九 条 ま で の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置 等 ） 



  七 

第 二 条 こ の 法 律 に よ る 改 正 後 の 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 措 置 法 （ 以 下 「 新 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 第 一

号 及 び 第 三 十 二 条 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 行 わ れ た 廃 置 分 合 又 は 境 界 変 更 に よ り 新 た に 設 置

さ れ 、 又 は 境 界 が 変 更 さ れ た 市 町 村 に つ い て は 、 適 用 し な い 。 

第 三 条 こ の 法 律 の 施 行 に よ り 新 た に 新 法 第 二 条 第 一 項 の 過 疎 地 域 を そ の 区 域 と す る こ と と な る 市 町 村 に つ

い て は 、 新 法 第 十 条 （ 別 表 を 含 む 。 ） 、 第 十 一 条 、 第 十 四 条 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で 、 第 十 五 条 第 八 項 及 び

第 九 項 、 第 十 六 条 第 五 項 、 第 十 八 条 第 二 項 及 び 第 三 項 並 び に 第 十 九 条 の 規 定 は 、 平 成 二 十 二 年 度 の 予 算 に

係 る 国 の 負 担 若 し く は 補 助 又 は 交 付 金 の 交 付 （ 以 下 「 負 担 等 」 と い う 。 ） （ 平 成 二 十 一 年 度 以 前 の 年 度 の

国 庫 債 務 負 担 行 為 に 基 づ き 平 成 二 十 二 年 度 以 降 の 年 度 に 支 出 す べ き も の と さ れ た 国 の 負 担 等 を 除 く 。 ） か

ら 適 用 し 、 平 成 二 十 一 年 度 以 前 の 年 度 の 国 庫 債 務 負 担 行 為 に 基 づ き 平 成 二 十 二 年 度 以 降 の 年 度 に 支 出 す べ

き も の と さ れ た 国 の 負 担 等 及 び 平 成 二 十 一 年 度 以 前 の 年 度 の 歳 出 予 算 に 係 る 国 の 負 担 等 で 平 成 二 十 二 年 度

以 降 の 年 度 に 繰 り 越 さ れ た も の に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

 （ 政 令 へ の 委 任 ） 

第 四 条 こ の 附 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 法 律 の 施 行 に 関 し 必 要 な 経 過 措 置 は 、 政 令 で 定 め る 。 



 

八 

 （ 地 方 交 付 税 法 の 一 部 改 正 ） 
第 五 条 地 方 交 付 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  附 則 第 五 条 第 二 項 の 表 第 二 号 中 「 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 十 五 号 ） 第 十 二 条 第 二 項 」 を 「 （ 平 成 十 二 年 法 律

第 十 五 号 ） 第 十 二 条 第 三 項 」 に 改 め る 。 

 （ 農 村 地 域 工 業 等 導 入 促 進 法 の 一 部 改 正 ） 

第 六 条 農 村 地 域 工 業 等 導 入 促 進 法 （ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 百 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  第 五 条 第 十 二 項 中 「 同 法 第 七 条 第 四 項 」 を 「 同 法 第 七 条 第 五 項 」 に 、 「 同 条 第 一 項 」 を 「 同 条 第 四 項 」

に 、 「 同 条 第 四 項 」 を 「 同 条 第 五 項 」 に 、 「 同 法 第 六 条 第 六 項 」 を 「 同 法 第 六 条 第 七 項 」 に 、 「 同 条 第 五

項 」 を 「 同 条 第 六 項 」 に 、 「 同 条 第 六 項 」 を 「 同 条 第 七 項 」 に 改 め る 。 

 （ 総 務 省 設 置 法 の 一 部 改 正 ） 

第 七 条 総 務 省 設 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 九 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  附 則 第 二 条 第 二 項 の 表 平 成 二 十 二 年 三 月 三 十 一 日 の 項 を 削 り 、 同 表 平 成 二 十 七 年 三 月 三 十 一 日 の 項 の 次

に 次 の よ う に 加 え る 。 



  九 

   平 成 二 十 八 年 三 月 三 十 一 日 過 疎 地 域 （ 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 十 五 号 ） 

                第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 過 疎 地 域 を い う 。 ） の 自 立 促 進 に 関 す る 総 合 

                的 な 政 策 の 企 画 及 び 立 案 並 び に 推 進 に 関 す る こ と 。 

 （ 農 林 水 産 省 設 置 法 の 一 部 改 正 ） 

第 八 条 農 林 水 産 省 設 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 九 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  附 則 第 三 項 の 表 平 成 二 十 二 年 三 月 三 十 一 日 の 項 を 削 り 、 同 表 に 次 の よ う に 加 え る 。 

   平 成 二 十 八 年 三 月 三 十 一 日 過 疎 地 域 （ 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 十 五 号 ） 

                第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 過 疎 地 域 を い う 。 ） の 自 立 促 進 に 関 す る 総 合 

                的 な 政 策 の 企 画 及 び 立 案 並 び に 推 進 に 関 す る こ と 。 

 （ 国 土 交 通 省 設 置 法 の 一 部 改 正 ） 

第 九 条 国 土 交 通 省 設 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  附 則 第 二 条 第 一 項 の 表 平 成 二 十 二 年 三 月 三 十 一 日 の 項 を 削 り 、 同 表 に 次 の よ う に 加 え る 。 

   平 成 二 十 八 年 三 月 三 十 一 日 過 疎 地 域 （ 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 十 五 号 ） 



 

一 〇 

                第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 過 疎 地 域 を い う 。 ） の 自 立 促 進 に 関 す る 総 合 

                的 な 政 策 の 企 画 及 び 立 案 並 び に 推 進 に 関 す る こ と 。 



  一 一 

     理 由 
過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 措 置 法 の 実 施 の 状 況 に か ん が み 、 そ の 有 効 期 限 を 平 成 二 十 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で 延

長 す る と と も に 、 過 疎 地 域 の 要 件 を 追 加 す る ほ か 、 過 疎 地 域 自 立 促 進 の た め の 地 方 債 の 対 象 経 費 と し て 過 疎

地 域 に お け る 地 域 医 療 の 確 保 、 住 民 の 日 常 的 な 移 動 の た め の 交 通 手 段 の 確 保 、 集 落 の 維 持 及 び 活 性 化 等 の 事

業 の 実 施 に 要 す る 経 費 を 追 加 す る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 法 律 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。 

 

 




